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ブレードの点検・補修に関するアンケート調査結果と
今後の対応について



１．はじめに

1

２．アンケート調査方法

 東伯風力発電所のブレード折損の事故を受けて、日本風力発電協会
（JWPA）では、まずは実態を把握するため、ブレードの点検・補修方法につ
いて、主な事業者にアンケート調査を行った。

 ここでは、アンケート調査の結果を報告するとともに、今後の対応について
検討したので報告する。

 アンケートでは、東伯風力発電所の事故原因となっている項目（リーディング
エッジの開口、コード方向クラック等）について調査を行った。

 調査は、添付のアンケート調査票を大手の事業者、メンテナンス会社に送付
し回答いただいた。調査期間は、2020年5月1日～5月15日。

 事業者5社、メンテナンス会社1社（事業者へ推奨する内容）から回答があっ
た。

 なお、アンケート調査の内容については、電力安全課と事前に協議した。

３．アンケート調査結果
 主なアンケート調査結果を以下に示す。（ ）内の数字は、回答のあった会社
数を示す。
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1）①リーディングエッジ部（LE）の開口
・LE開口の長さによらず停止（2）、基本的に長さによらず停止（1）

2）①LEの開口、②コード方向クラック
・東伯風力と同程度の損傷の場合は停止（2）
・風車メーカーの見解が出るまで停止（1）

3-1 質問１
東伯風力発電所のブレードの事故原因に該当する①リーディングエッジ部の
開口、②コード方向のクラックが点検で確認された場合、運転を止めるか否か、
またどのような処理を行いますか。

3-2 質問2

1）1）保安停止を行うと判断する項目
・LE開口（5） ・スパー等の剥離（接着剥がれ）（3）
・TE開口（2） ・先端口開き・レセプタ部剥離（2）
・亀裂・裂傷（2） ・FRP・構造体損傷（2）

2）LE開口に関する回答の内訳
・LE開口の長さに関する停止の判断基準あり（推定含む）

・LE開口がある（2）、LE開口長さの例150mm以上（1）
・LE開口の停止基準は損傷レベルによる（1）
・LE開口がある（1）

保安停止を行うと判断するブレード損傷の例を記載願います。
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1）経過観察
・損傷個所の進展を経過観察する（年2回定期点検：2、月次点検：1、
期間未記入：2）
・写真等で記録に残す（2）

2）補修
・ブレードの補修着手までに時間を要する場合、当該部位の損傷が拡大
しない処置を実施、巡視点検を強化し前述の処置が機能していることを
確認（1）
・落雷等で大きな損傷が発生した場合は飛散防止の応急処置を実施
（停止の風車含む）（2）

3-3 質問3
ブレードの補修を行うまでの期間、ブレードが損傷した箇所の管理はどのよう
に行っていますか。

3-4 質問4

1）開口の補修方法（コード方向も同様）
・開口部研磨・研削、再接着、FRP積層、塗料塗布（5）

2）ブレード交換
・補修不可の場合はブレード交換

①リーディングエッジの開口、②コード方向のクラックがあった場合、どのような
方法で補修を行いますか。可能な限り具体的に記載願います。
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3-5 アンケート結果まとめ

 ブレードのリーディングエッジ（LE）に開口があった場合、開口の長さによっ

て風車を停止するか否かは会社によって異なる。開口があった場合、長さに

よらず停止する会社は6社中3社。

 東伯風力と同程度の損傷があった場合は、アンケートした会社では風車を

停止する（停止を推奨する）と想定される。

 保安停止を判断する主な項目は、LE・TEの開口、先端部開き・剥離、亀裂・

裂傷、スパー等の剥離である。LE開口を保安停止判断の項目としている会

社が多い。LE開口の長さに関する停止の判断基準（推定含む）を設定してい

る会社がある（6社中3社）。

 経過観察とした風車は、損傷個所の進展がないか、月例点検、定期点検時

に点検している。
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４．今後の対応

 風力発電設備は、メーカー・機種毎に仕様が異なることから、2017年4月に

施行された定期事業者検査の方法の解釈においても、「検査方法及び判定

基準は、メーカーの技術資料等に基づいて設定する。」とされている。

 点検の方法に関しては、JWPAで原案を策定した「JESC V0002(2017) 風力

発電設備の定期点検指針」（JEA発行）で補足している。

 しかし、風車ブレードの事故が発生していることから、風車ブレードの点検・

補修に関しては、その実態を把握するとともに、業界で共通となる指針（補

修後の判定基準を含む）の策定を行っていきたいと考えている。

 定期安全管理検査制度導入の前と同様に、JWPA内に指針策定の検討委

員会を設置して取り組んでいく予定である。

 JWPAで策定する指針については、 「JESC V0002(2017) 風力発電設備の定

期点検指針」を定めた時と同様に、国の法令等に取り込んでいただきたい。
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＜添付＞アンケート調査票
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＜抜粋＞東伯風力発電所 事故報告 （2020.4.1新エネWG資料）
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